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生活保護の現状等
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資料：被保護者調査（月次調査）（厚生労働省）（2011年度以前の数値は福祉行政報告例）
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2023年８月（速報値）

2,021,631人

1.62 ％

1,651,619 世帯

2021年度（確報値）

2,038,557 人

1.62 ％

1,641,512 世帯

被保護人員、保護率、被保護世帯数の年次推移

○直近の生活保護受給者数は約２０２万人。２０１５（平成２７）年３月をピークに減少に転じ、以降減少が続いている。
○直近の生活保護受給世帯数は約１６５万世帯。コロナ禍前の２０１９（令和元）年と比較すると約１．５万世帯増加している。
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生活保護受給者数の推移

資料：被保護者調査 月次調査（厚生労働省）（平成24年3月以前は福祉行政報告例）※令和4年4月以降は速報値

○ 生活保護受給者数は令和５年８月現在で202万1,631人となっている。
世界金融危機後に急増したが、季節要因による増減はあるものの、近年は、減少傾向で推移している。

○ 令和５年８月の対前年同月伸び率は▲0.2％である。平成22年１月の12.9％をピークに低下し、平成27年10月以降は、
伸び率がマイナスで推移している。

3



45%
45%
45%
46%
46%
46%
47%
43%
44%
45%
46%
44%
43%
43%
44%
45%
47%
50%
51%
53%
54%
55%
55%
56%
55%

8%
8%
8%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
8%
8%
8%
8%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
4%

40%
40%
39%
38%
37%
36%
35%
37%
37%
36%
36%
34%
33%
33%
31%
29%
28%
27%
26%
26%
25%
25%
25%
25%
25%

7%
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
10%
10%
11%
14%
16%
17%
18%
18%
17%
17%
16%
16%
15%
15%
15%
15%
16%

1998年度

1999年度

2000年度

2001年度

2002年度

2003年度

2004年度

2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2023年8月

29.5万世帯

31.6

34.1

37.0

40.3

43.6

46.6

45.2

47.4

49.8

52.4

56.3

60.4

63.6

67.8

72.0

76.1

80.3

83.7

86.5

88.2

89.7

90.4

90.9

91.0

5.5

5.8

6.3

6.8

7.5

8.2

8.7

9.1

9.3

9.3

9.3

10.0

10.9

11.3

11.4

11.2

10.8

10.4

9.9

9.2

8.7

8.1

7.6

7.1

6.5

26.8

27.9

29.1

30.4

31.9

33.7

35.0

39.0

39.7

40.1

40.7

43.6

46.6

48.9

47.5

46.5

45.4

44.2

43.0

42.0

41.2

40.7

40.5

40.5

40.9

4.5

5.0

5.5

6.2

7.2

8.5

9.4

10.7

11.0

11.1

12.2

17.2

22.7

25.4

28.5

28.8

28.1

27.2

26.3

25.6

24.8

24.3

24.5

24.9

25.9

1998年度

1999年度

2000年度

2001年度

2002年度

2003年度

2004年度

2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2023年8月
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世帯

高齢者
世帯
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■ 世帯類型別の生活保護受給世帯数の推移

（単位：万世帯）

母子
世帯

高齢者
世帯

障害者・傷病者
世帯

その他
の世帯

■ 世帯類型別の構成割合の推移

●高齢者世帯 ：男女とも65歳以上（平成17年３月以前は、男65歳以上、女60歳以上）の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の者が加わった世帯
●母子世帯 ：死別･離別･生死不明及び未婚等により現に配偶者がいない65歳未満（平成17年３月以前は、18歳以上60歳未満）の女子と18歳未満のその子（養子

を含む。）のみで構成されている世帯
●障害者世帯 ：世帯主が障害者加算を受けているか、障害･知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯
●傷病者世帯 ：世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む。）しているか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯
●その他の世帯：上記以外の世帯

世帯類型の定義

世界金融危機

世帯類型別の保護世帯数と構成割合の推移

※ 高齢者世帯の92.7%が単身世帯（2023年８月）。
注：世帯数は各年度の１か月平均であり、保護停止中の世帯は含まない。
資料：被保護者調査 月次調査（厚生労働省）（2011年度以前は福祉行政報告例）（2023年８月分は速報値）

○「高齢者世帯」の世帯数は、一貫して増加傾向にあるが、近年、増加幅が縮小している。
○「母子世帯」の世帯数は、近年、減少傾向にある。
○「その他の世帯」は、世界金融危機後、世帯数・全世帯数に占める割合が大きく増加した。その後減少したが、
コロナ禍以降、増加傾向にある。
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○ 年齢階級別の保護率の推移をみると、65歳以上は上昇傾向が続いてきたが、近年は横ばいとなっている。
○ また、それ以外の年齢階級は、近年横ばいもしくは低下傾向となっている。

年齢階級別 保護率の年次推移

資料：被保護者調査 年次調査（厚生労働省） （平成23年以前は被保護者全国一斉調査） ［令和４年は速報値］ ※各年７月調査日時点 5



1 大 阪 市 4.74% ( 5.64% ) 1 函 館 市 4.45% ( 4.73% )

2 札 幌 市 3.62% ( 3.83% ) 2 那 覇 市 4.24% ( 3.61% )

3 堺 市 2.99% ( 3.09% ) 3 尼 崎 市 3.70% ( 4.02% )

4 神 戸 市 2.80% ( 3.18% ) 4 旭 川 市 3.52% ( 3.93% )

5 京 都 市 2.77% ( 3.23% ) 5 東 大 阪市 3.36% ( 4.18% )

16 仙 台 市 1.73% ( 1.63% ) 58 松 本 市 0.78% -

17 新 潟 市 1.52% ( 1.43% ) 59 豊 橋 市 0.72% ( 0.65% )

18 さいたま市 1.43% ( 1.60% ) 60 富 山 市 0.65% ( 0.42% )

19 静 岡 市 1.41% ( 1.23% ) 61 岡 崎 市 0.65% ( 0.57% )

20 浜 松 市 0.92% ( 0.94% ) 62 豊 田 市 0.56% ( 0.58% )

指 定 都 市 上 位 ５ 市

指 定 都 市 下 位 ５ 市

中 核 市 上 位 ５ 市

中 核 市 下 位 ５ 市

1 大 阪 府 3.04% ( 3.42% ) 26 鳥 取 県 1.18% ( 1.29% )

2 北 海 道 2.92% ( 3.17% ) 27 香 川 県 1.08% ( 1.17% )

3 沖 縄 県 2.70% ( 2.40% ) 28 岩 手 県 1.05% ( 1.11% )

4 高 知 県 2.53% ( 2.85% ) 29 栃 木 県 1.04% ( 1.07% )

5 福 岡 県 2.32% ( 2.61% ) 30 愛 知 県 1.03% ( 1.07% )

6 青 森 県 2.28% ( 2.28% ) 31 山 口 県 1.02% ( 1.20% )

7 京 都 府 2.08% ( 2.39% ) 32 茨 城 県 1.02% ( 0.89% )

8 長 崎 県 2.00% ( 2.23% ) 33 福 島 県 0.97% ( 0.87% )

9 東 京 都 1.97% ( 2.20% ) 34 新 潟 県 0.97% ( 0.89% )

10 鹿 児 島県 1.83% ( 1.95% ) 35 静 岡 県 0.92% ( 0.80% )

11 兵 庫 県 1.82% ( 1.94% ) 36 佐 賀 県 0.91% ( 0.95% )

12 徳 島 県 1.77% ( 1.91% ) 37 三 重 県 0.90% ( 0.97% )

13 大 分 県 1.67% ( 1.74% ) 38 山 梨 県 0.87% ( 0.76% )

14 神 奈 川県 1.66% ( 1.72% ) 39 島 根 県 0.82% ( 0.88% )

15 宮 崎 県 1.60% ( 1.59% ) 40 群 馬 県 0.80% ( 0.72% )

16 和 歌 山県 1.60% ( 1.53% ) 41 滋 賀 県 0.79% ( 0.81% )

17 愛 媛 県 1.50% ( 1.59% ) 42 山 形 県 0.74% ( 0.64% )

18 千 葉 県 1.44% ( 1.29% ) 43 石 川 県 0.64% ( 0.65% )

19 広 島 県 1.43% ( 1.72% ) 44 岐 阜 県 0.60% ( 0.59% )

20 熊 本 県 1.39% ( 1.46% ) 45 福 井 県 0.57% ( 0.50% )

21 秋 田 県 1.38% ( 1.47% ) 46 長 野 県 0.54% ( 0.54% )

22 奈 良 県 1.38% ( 1.49% ) 47 富 山 県 0.42% ( 0.33% )

23 埼 玉 県 1.34% ( 1.31% )

24 宮 城 県 1.34% ( 1.18% )

25 岡 山 県 1.27% ( 1.36% )

都道府県別保護率（令和５（2023）年８月時点）

全国保護率：1.62％（1.70％）

2.5％以上

2.0以上2.5％未満

1.5以上2.0％未満

1.0以上1.5％未満

1.0％未満

資料：被保護者調査 月次調査(厚生労働省)をもとに作成
※ 令和５（2023）年８月分は速報値

※ 括弧内は10年前（平成25（2013）年度）の保護率

（参考）  ※ 指定都市・中核市分は各都道府県に含まれている
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８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

保護開始世帯数 17,555 18,397 17,716 19,522 17,532 15,937 17,300 22,190 17,851 19,847 18,398 18,934 18,067

対前年同月比（％） 8.8 3.2 6.5 5.8 ▲ 0.7 1.6 13.6 25.0 13.9 16.5 2.6 2.4 2.9

対前月比（％） ▲ 5.1 4.8 ▲ 3.7 10.2 ▲ 10.2 ▲ 9.1 8.6 28.3 ▲ 19.6 11.2 ▲ 7.3 2.9 ▲ 4.6

令和４年（2022年） 令和５年（2023年）

８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

保護の申請件数 20,562 21,368 19,700 21,433 17,706 20,095 19,321 24,493 19,633 22,680 21,681 22,627 21,341

対前年同月比（％） 7.1 6.0 5.2 1.6 ▲ 0.3 3.9 20.5 23.7 10.6 11.4 3.8 2.8 3.8

対前月比（％） ▲ 6.6 3.9 ▲ 7.8 8.8 ▲ 17.4 13.5 ▲ 3.9 26.8 ▲ 19.8 15.5 ▲ 4.4 4.4 ▲ 5.7

令和４年（2022年） 令和５年（2023年）

８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

生活保護受給世帯数（万世帯） 164.4 164.4 164.4 164.7 164.7 164.5 164.3 164.7 164.4 164.8 164.9 165.0 165.2

対前年同月比（％） 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

対前月比（％） 0.1 ▲ 0.01 0.02 0.1 0.01 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.3 ▲ 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1

令和４年（2022年） 令和５年（2023年）

８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

生活保護受給者数（万人） 202.5 202.4 202.4 202.7 202.7 202.4 202.2 202.8 201.8 202.1 202.1 202.1 202.2

対前年同月比（％） ▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 0.7 ▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 0.7 ▲ 0.6 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.2

対前月比（％） 0.1 ▲ 0.03 ▲ 0.01 0.1 0.01 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.3 ▲ 0.5 0.1 ▲ 0.03 0.01 0.05

令和４年（2022年） 令和５年（2023年）

■生活保護受給者数

■生活保護受給世帯数

■保護の申請件数

■保護開始世帯数（決定件数）

※資料 ： 「被保護者調査（月次調査）」（厚生労働省）速報値

生活保護の最近の状況

生活保護の申請件数について前年同月比をみると、令和２年度は４月に25％と大きく増加した後、雇用調整助成金、生活福祉資金貸付制
度の特例貸付や住居確保給付金など、新型コロナウイルス感染症に係る各支援措置の効果もあり、５月～８月は減少したが、その後増減
を繰り返し、令和４年５月～11月に７か月連続で増加していたが、12月は減少に転じた。令和５年１月からは増加している。
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緊急事態宣言③
4/25～9/30
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① 多剤投薬の適正化に向けた支援等（新規） 12.1億円
 多剤投薬は、患者の薬物有害事象等のリスクを増加させるとともに、薬剤費の増大につながるおそれもあることから、多剤投薬に着目したレセプト点検を実施し、
多剤投薬となっている者等へ薬剤師等と連携の上で訪問指導等を実施する。

② 医療費情報・服薬情報の通知（新規） 医療扶助適正実施推進事業の内数
 医療費情報及び服薬情報を通知することにより、被保護者が医療の受診や服薬状況等を把握することで、個人の気付きによる受診行動等の改善を促す。

③ 生活保護就労支援員全国研修会（新規） 15百万円
 生活保護就労支援員の支援力向上等を図るため、生活保護就労支援員を対象にした研修会を実施する。

（参考）令和４年度補正予算

○ 保護施設等における感染拡大防止対策に係る支援 （新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 59億円の内数）
○ 感染拡大の影響に伴う福祉事務所の体制強化 （新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 59億円の内数）
○ 医療扶助のオンライン資格確認の導入に係るシステム改修等 57億円
○ 生活保護業務のデジタル化等に向けた取組支援 2.2億円
○ 生活保護業務関係システムの改修 25億円 等

  

令和５年度予算 2兆7,901 億円 （対前年度当初予算額 ▲ 112億円）

生活扶助等  １兆3,198億円 （対前年度当初予算額 +154億円）
内訳 医療扶助 １兆3,872億円 （対前年度当初予算額  ▲290億円）

介護扶助  831億円 （対前年度当初予算額 +24億円）

生活保護関係の令和５年度予算

◯ 生活保護を必要とする方に対して確実に保護を実施するため、生活保護制度に係る国庫負担に要する経費を確保する。また、被保護者の自立を助

長するため、就労による被保護者の自立支援の強化等を進める。

◯ 生活保護制度が国民の信頼に応えられるよう、レセプトを活用した医療扶助の適正化や収入資産調査の取組強化による収入認定事務の適正化等を

実施する自治体の支援を行い、生活保護の適正実施を推進する。

◯ 生活扶助基準について、検証結果を適切に反映することを基本としつつ見直しを行う。

 その上で、足下の社会経済情勢等を踏まえ、令和５～６年度については、以下の臨時的・特例的な対応を行うこととし、令和５年１０月から実施。

 ・ 検証結果による額に月額1,000円／人を加算

 ・ 加算後もなお現行の基準額から減額となる世帯は現行の基準額を保障

生活保護費負担金

令和５年度生活保護関係負担金・補助金等の新規・拡充事項

9



生活保護費負担金（事業費ベース）実績額の推移

○ 生活保護費負担金（事業費ベース）は約3.7兆円（令和５年度当初予算）。

○ 実績額の約半分は医療扶助。

34.6% 33.8% 33.7% 32.4% 32.4% 31.6% 30.6% 29.9% 29.9% 29.6%

15.7% 16.0% 16.1% 16.2% 16.3% 16.3% 16.5% 16.6% 16.9% 17.0%

2.1% 2.2% 2.2% 2.2% 2.3% 2.4% 2.5% 2.6% 2.6% 2.7%

46.5% 47.0% 46.9% 48.1% 48.0% 48.6% 49.4% 50.2% 49.7% 49.9%

1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%

36,028 36,314 36,746 36,977 36,720 36,611 36,062 35,882 35,258 35,208 37,219 37,201 
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資料：生活保護費負担金事業実績報告
※１ 施設事務費を除く
※２ 令和３年度までは実績額（３年度は暫定値）、令和４年度は補正後予算、令和５年度は当初予算（案）
※３ 国と地方における負担割合については、国3/4、地方1/4

（年度）

（億円）

（平成） （令和）

医療扶助
17,552

生活扶助
10,413

住宅扶助
5,995

その他の
扶助
286

介護扶助
961
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無料低額宿泊所及び
日常生活支援住居施設について
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（１）無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設
の概要

12
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○日常生活支援住居施設の認定要件（人員配置基準）
利用者１５人に対して職員１名（常勤換算１５：１）を配置

○日常生活支援に係る委託事務費
入居者１人あたり月額＜地域別＞ 28,800円 ～ 23,100円

※ 職員を増配置している施設については、職員配置の状況に応じた 加算措置

○日常生活支援住居施設への委託開始等のスケジュール
・施設の認定申請を令和２年４月以降から受け付け、
令和２年１０月から委託を開始

○利用者の自立を助長する適切な支援環境を確保するため、

社会福祉法を改正し、法令上の規制を強化

１．無料低額宿泊所の規制強化（貧困ビジネス規制）

○生活保護法を改正し、単独での居住が困難な生活保護受給者
に対し、一定の支援体制が確保された「日常生活支援住居施
設」において、必要な日常生活上の支援を提供する仕組みを
創設

２．単独で居住が困難な方への日常生活支援

日常生活支援住居施設の認定要件及び委託事務費

①無料低額宿泊事業について、新たに事前届出制を導入

②従来ガイドライン（通知）で定めていた設備・運営に関する基準に

ついて、法定の最低基準を創設 ＜令和元年8月省令公布＞

③最低基準を満たさない事業所に対する改善命令の創設

◆ 福祉事務所が、単独での居住が困難な受給者への日常生活上の支援
の実施を、日常生活支援住居施設に委託可能とする

無料低額宿泊所等

劣悪な宿泊所良質な宿泊所

当該住居に支援を必要とする生活保護受給者（※）が入居し
た場合、福祉事務所が事業者に日常生活上の支援の実施を委
託し、その費用を事業者に交付

※ 単独での居住が困難で、無料低額宿泊所等で日常生活上
の支援を受ける必要がある生活保護受給者（福祉事務所が判
断）

①行政庁への届出
事後 ⇒ 事前
（社会福祉法）

最低基準を満たす

無料低額宿泊所（社会福祉住居施設）

③改善命令の
創設

②拘束力のないガイドラ
イン⇒ 最低基準の創設

（社会福祉法）

事業の制限・
停止命令

見直し内容

最低基準違反

規
制
の
強
化

面積に応じた住
宅扶助費の減額

措置の強化

調査

（社会福祉法）

劣悪な宿泊所

日常生活
上の支援
の委託を
受けない
無料低額
宿泊所

日常生活上の支援を委託する
無料低額宿泊所等の基準の創
設 （生活保護法）
※都道府県、政令市、中核市が認定

日常生活支援住居施設

貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な方への日常生活支援
（令和２年4月施行）



無料低額宿泊所とは

無料低額宿泊所とは

○ 無料低額宿泊所は、社会福祉法第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち、その第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で
簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」に基づくものであるが、直ちに単身での居宅生活が困難な者に対し、居宅生活
が可能な状況になるまでの間の一時的な居住の場を提供するほか、他の社会福祉施設の入所対象にならない者に対し、居宅と社会福祉施設との
中間的な居住の場を提供する役割を担う。

※社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）～抄～

（定義）
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
３ 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業

無料低額宿泊所に関する変遷

○ 平成15年度 無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針（ガイドライン）策定

○ 平成27年４月 ガイドラインの見直し
→ 「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」を見直し、社会福祉法の各種規定の解釈（定義の明確化、不当な行為に該当する範囲

等）を示し、事業者の届出を徹底させ、社会福祉法に基づく行政の関与による運営の適正化を徹底。

○ 平成27年７月～ 住宅扶助基準の見直し
→ 住宅扶助の上限額を床面積に応じて減額する仕組みを導入。

○ 令和２年４月 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準省令の施行
→ 事業範囲の明確化、事前届出制、多人数部屋・簡易個室の解消、居室面積等の最低基準を省令で規定。当該省令を踏まえて、都道府県・
指定都市・中核市がそれぞれ最低基準に関する条例を制定。

○  令和２年４月 日常生活支援住居施設の創設（支援委託は同10月～）
→ 無料低額宿泊所のうち、一定の基準を満たすと認定された「日常生活支援住居施設」においては、単独での居住が困難な生活保護受給者に
対する日常生活支援を福祉事務所が委託して実施。

○ 令和３年度 無料低額宿泊所等から居宅生活へ移行する者への支援（居住不安定者等居宅生活移行支援事業）
→ 無料低額宿泊所等に居宅移行を支援する者の人件費等の財政支援を実施。

○ 令和４年４月 無料低額宿泊所サテライト型住居の運用開始
→ 一般居宅での生活に移行する準備をしているもの等の居宅生活に近い状態像の者等を想定し、巡回型等による支援を実施 14
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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（最低基準）について

・居室は個室とし、面積は7.43㎡（地域の事情によって4.95㎡）以上とする。
・多人数居室や簡易個室は、施行後３年（令和5年（2023年）３月）の間に解消する。

・建築基準法及び消防法の規定を遵守した建築物や設備とする。消火器や自動火災報知設備の設置義務がかからない場合も防
火にかかる設備の整備に努める。

・非常災害に対する具体的計画を立てるほか、避難訓練等を年１回以上実施する。

・食事の提供等のサービス内容や利用料等を盛り込んだ運営規程を整備し、都道府県等に届出を行うとともに、施設内への掲
示や公開を行う。

・入居申込者に対しては、運営規程の内容を文書で説明し、利用契約を文書により締結する。
・居室使用料、食費、光熱水費など、利用者から受領できる費用及びその基準を規定する。
・金銭管理は入居者本人が行うことを原則とする。金銭管理に支障がある入居者の本人の希望に基づき金銭管理を行う場合は、
個別の契約締結、管理規程の整備、帳簿の整備、収支の記録など、適正に実施する。

居住環境の
整備

防火・防災
対策

利用手続き・
利用料金の適

正化

長期入居の防
止・居宅生活

移行

・無料低額宿泊所は、基本的には一時的な居住の場であることに鑑み、一般住宅等で独立して日常生活を送ることが可能かど
うか常に把握し、可能な場合には円滑な退居に向けて必要な支援を行う。

・契約期間は１年以内（更新可）とし、契約期間終了前には利用者の意向を確認するともに、福祉事務所等の関係機関と利用
の必要性について協議する。

・一般住宅での生活へ移行するための準備や訓練を行うためのものとして、利用期間が1年以下で入居定員が５人未満のサテ
ライト型住居を設置することができることとする。（※令和4年４月施行）

事業範囲の
明確化

・入居の対象を「生計困難者に限定している場合」や、「生活保護受給者が定員の概ね５割以上であり、居室使用料や共益費
以外の料金を受領している場合」は、無料低額宿泊所に該当するものとして最低基準に基づく規制に服するものとする。

○ 改正社会福祉法（平成３０年６月成立）の規定に基づき、これまでガイドライン（通知）で定めていた無料低額宿泊所の設備・運営

に関する基準について、最低基準を創設。（令和２年４月施行）

※ 最低基準を定めた厚生労働省令案についてパブリックコメントを実施。令和元年８月１９日に省令を公布した。

※ 当該省令を踏まえて、都道府県・指定都市・中核市がそれぞれ最低基準に関する条例を制定する。
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無料低額宿泊所のサテライト型住居について（留意事項通知）

「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」の附則により、令和４年４月１日から施行とされたサテライト型住居に関して、以下の留意事項通知を発出

「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」（令和元年８月19日 厚生労働省令第34号）（抄）
（サテライト型住居の設置）
第11条 無料低額宿泊所は、本体となる施設（入居定員が５人以上10人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」という。）と一体的に運営される附属施設であっ
て、利用期間が原則として一年以下のもの（入居定員が４人以下のものに限る。以下「サテライト型住居」という。）を設置することができる。  
２ サテライト型住居は、本体施設からおおむね20分で移動できる範囲に設置する等、入居者へのサービス提供に支障がないものとする。

「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準のサテライト型住居への適用に係る留意事項について」（令和３年８月27日付 保護課長通知）（一部抜粋）

サテライト型住居への適用開始に伴い、留意事項（別添）を踏まえた対応を依頼。参酌基準については十分参照し、標準については合理的な理由がある範囲内で、管内の無料低額宿泊所の運営状況及び
地域の実情等を勘案し、省令第３章と異なる基準を規定することができる（条例）。

○ 省令第３条（基本方針）関係
・サテライト型住居の入居者は、一般居宅での生活に移行する準備をしている者等の居宅生活に近い状態像の者等を想定。
・入居者本人が居宅での生活に移行する意思を明確に持つこと、居宅での生活に向けた必要な支援を行うことに関して十分な説明を行う。

○ 省令第11条（サテライト型住居の設置）関係
・本体施設及びサテライト型住居が所在する自治体がそれぞれ異なる場合、本体施設を所管する自治体がサテライト型住居も含め、届出受理、指導・検査等を実施。
・サテライト型住居の該当は、本体施設と「一体的に」運営されているかを確認し判断。運営者の同一性、会計処理、契約形態及び職員体制等を確認し判断。
・本体施設からサテライト型住居までの移動時間は、おおむね20分で移動できる範囲が上限。各自治体において異なる移動時間を定めることも考えられる。
・厚生労働省令におけるサテライト型住居を設置できる箇所数及び入居定員は、支援に支障が生じないことを考慮して上限として設定。

○ 省令第12条（設備の基準）第４項関係
・居室、炊事設備、洗面所、便所、浴室、洗濯室又は洗濯場の設備は、入居者が他の者と共用することなく単独で使用すること（いわゆるワンルームマンション型）が望ましい。共用する場合（シェアハウス型）に
は、設備を共用する人数に応じてそれぞれの設備を十分に利用できるよう、適当な広さ又は数を確保することに配慮。

○ 省令第14条（入居申込者に対する説明、契約等）関係
・無料低額宿泊所は基本的に一時的な居住の場であるが、特にサテライト型住居の入居期間は原則として１年以下とし、１年以上の入居の継続の必要性等は本体施設以上に十分な検討が必要。

○ 省令第15条（入退去）関係
本体施設からサテライト型住居への移行に当たっては、
・事業者において移行予定者の状態像や生活能力等に関するアセスメントを行うとともにサテライト型住居への移行の希望等を確認。
・事前に事業者から保護の実施機関への相談を行い、保護の実施機関は、移行予定者とともに今後の支援方針を確認し必要に応じて保護の実施機関としての意見を付する。
・居宅への移行支援や定着支援に係る国庫補助事業を活用し、当該者の居宅生活を支援することも検討。

○ 省令第20条（状況把握）関係
・サテライト型住居の入居者の状況把握については、日常生活に通常必要と考えられる事項（金銭管理、健康管理・衛生管理、炊事洗濯等、安全管理等）が適切に行われているかの確認の必要性が特に高
いことに留意。確認の方法としては、原則として居室を巡回 等
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日常生活支援住居施設の位置付けについて

生活保護受給者の支援の必要度

賃貸住宅等
（単独居住）

無料低額宿泊所（共同居住等）

見守り・安否確認

住
ま
い

生
活
支
援

在宅

低 高

支
援
の
程
度

（介護保険・障害福祉サービス等の
外部利用）

無料低額宿泊所 日常生活支援住居施設 保護施設

・状況把握（原則１日１回）、軽微な相談
・食事の提供等（別途契約）

施設への入所と一体的
に行われる生活全般に

渡る援助

入居者の状況に応じた
日常生活上の支援

（居宅移行に向けた支援）

※ 上記の図は、無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設の位置づけについて、在宅生活と保護施設との関係性を整理したものであり、日常生活上の支援の提供につ
いては、他法のサービス活用など様々な形態があることに留意。

○ 生活保護受給者のうち、食事や洗濯等の家事、服薬等の健康管理、日常の金銭管理、人とのコミュニケーション等、日常生

活を送る上での課題を有する者が地域の中で安定して暮らしていくためには、住まいそのものの確保のみならず、その者の

課題に応じた生活上の支援を行うことが必要。

○ 改正生活保護法に基づき、単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活上の支援について、適切な支援体制を確

保した日常生活支援住居施設に委託する仕組みを創設し、支援の実施に必要な経費を負担する。
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無料低額宿泊所 日常生活支援住居施設

社会福祉

法人
医療法人

社団・財団

法人
NPO法人 営利法人 その他

672 34 2 25 429 131 51

(100.0%) (5.1%) (0.3%) (3.7%) (63.8%) (19.5%) (7.6%)

社会福祉

法人
医療法人

社団・財団

法人
NPO法人 営利法人 その他

127 6 0 4 114 1 2

(100.0%) (4.7%) (0.0%) (3.1%) (89.8%) (0.8%) (1.6%)

設置主体　内訳
無料低額宿泊所

総数

日常生活支援住居施設

総数

設置主体　内訳



（２）日常生活支援住居施設の対象者
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対象者について（省令・通知）

「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で
定める要件等を定める省令」
（令和２年３月27日 厚生労働省令第44号）

「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等について」
（令和２年３月27日 社援発0324第14号 社会・援護局長通知）

（対象者）

第７条 法第30条第１項ただし書の規定に基づき、

日常生活支援住居施設に入所させ、又は入所を委

託する被保護者は、保護の実施機関が、

・その者の心身の状況及び生活歴、

・その者が自立した日常生活及び社会生活を

営むために解決すべき課題、

・活用可能な他の社会資源、

・その者とその家族との関係

等を踏まえ、日常生活支援住居施設において支援を

行うことが必要と総合的に判断する者であって、入所

を希望しているものとする。

８ 日常生活支援住居施設の入所対象者（第７条関係）

（１）日常生活支援住居施設の入所対象者は、保護の実施機関が、そ

の者の心身の状況等を踏まえ日常生活支援住居施設において支援を

行うことが必要と総合的に判断する者としており、保護の実施機関から

の依頼等を通じて入所する被保護者については、支援委託の対象者

として入所するものであること。

（２）また、入所を希望する要保護者から日常生活支援住居施設に対

して直接入所の申込があった場合には、保護の実施機関において入所

対象となるかの判断を行うため、施設は、当該要保護者に対して保護

の実施責任を有する保護の実施機関へ相談等を行うよう助言するとと

もに、保護の実施機関への連絡調整等の支援を行うこととすること。
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無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設における支援

無料低額宿泊所 日常生活支援住居施設

（各施設における支援機能） 本人（家族）代替機能・便宜の供与 専門的・個別支援機能

（支援に係る費用の取扱い） 本人からの利用料により対応 委託事務費により対応

日常生活
(家事等)

食事 食事の提供

食事・洗濯・掃除等に課題がある者への自
立支援

洗濯 洗濯設備や洗剤の提供

掃除 共用部の清掃

日用品 共用備品・消耗品等の整備
家計管理等に課題がある者への相談支援
等

安否 安否確認、状況把握 外出等に課題がある者への外出支援等

健康

服薬 服薬サポート

通院
通院同行（病状・治療内容の理解等の支
援）

金銭 生活費 （利用料の受領） 金銭（自己）管理支援

社会生活等

相談支援等 日常生活上の軽微な相談
・アセスメント、個別支援計画の策定
・本人の生活課題等に応じた相談支援

調整 （福祉事務所等への連絡）
他の支援機関等との調整、利用手続き支
援

コミュニケーション 交流支援、互助・役割づくり

※出典： 「無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設における生活保護の適用について」（令和２年３月２７日社援保発0327第１号厚生労働省社会・援護局保護課長）
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本人の状態像の例（１／２）

※出典： 「無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設における生活保護の適用について」（令和２年３月２７日社援保発0327第１号厚生労働省社会・援護局保護課長）

項目 視点
生活全般に渡る

支援
本人者の状態に
応じた生活支援

状況確認・必要に応
じた相談助言

定期的な確認
・見守り等の支援

日常生活自立

金銭管理
収入等に応じた計画
的な消費ができるか
否か。

金銭の価値や、使用
方法など基本的な理
解が不足している。

家計管理について意
識がほとんど無く、公
共料金を滞納したり、
数日間で浪費してし
まう。

家計管理について意
識が乏しく、月の途
中で生活費を使い果
たしてしまうことが
度々ある。

家計管理について一
定の意識はあるが、
月末に生活費が足ら
なくなることが時々あ
る。

残金等を意識して買
い物等ができる。

健康管理
・

衛生管理

疾病等がある場合、
必要な服薬や通院
ができているか。

病識等がなく、治療
の必要性について理
解していない。

服薬等の治療の必
要性について意識が
乏しい。

服薬を忘れたり、一
度に服薬してしまうこ
とが度々ある。

治療の必要性は理
解しているが、服薬を
忘れてしまう場合が
時々ある。

特段の疾病はない又
は服薬等は自己管
理できている。

アルコール等への依
存があるか。

依存症の認識等が
なく、問題行動等を
繰り返す。

依存症の認識はある
が断酒等の対処がで
きていない。

断酒等の意思はある
が、飲酒してしまうこと
が時々ある。

依存症又は依存傾
向はあるが、断酒等
が自己管理ができて
いる。

依存症の傾向は見ら
れない。

入浴や着替えなどの
衛生管理ができるか。

入浴や着替えについ
て介助等が必要。

生管理の意識がほと
んど無く、入浴等につ
いて繰り返し声かけが
必要。

衛生管理の意識に
乏しく何日間も入浴
しないことが度々ある。

衛生上の問題が生じ
るほどではないが、入
浴等を怠ったりする傾
向がある。

特段の問題は見受け
られない。
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本人の状態像の例（２／２）

出典： 「無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設における生活保護の適用について」（令和２年３月２７日社援保発0327第１号厚生労働省社会・援護局保護課長）

項目 視点
生活全般に渡る

支援

本人者の状態に
応じた生活支援

状況確認・必要に応
じた相談助言

定期的な確認
・見守り等の支援 日常生活自立

炊事
洗濯等

食事の支度が自分
自身でできるか。

食事行為そのものに
ついて介助等が必要。

自分自身では食事
の支度等が困難。

市販品の購入はでき
るが、食事の内容等
に問題等がみられる。

総菜等を購入したり、
電子レンジを使うこと
ができる。

自分自身で調理等
ができる。

掃除・洗濯が自分自
身でできるか。

掃除・洗濯等が自分
自身ではできない。

具体的な指示や部
分的な支援があれば
できる。

掃除・洗濯が適切に
行われないなど、声か
けが必要な場合があ
る。

基本的には自立して
いるが、ゴミ捨ての状
況など確認が必要な
場合がある。

自分自身で掃除や
洗濯ができる。

安全管理
火気等の管理など安
全管理ができるか。

火気などの危険性に
関する理解や認識が
不足している。

火気の取扱いの制限
など、一定の管理が
必要。

機器等の使用ルール
の徹底など、一定の
管理が必要。

能力等の低下等、予
防的観点からの注意
が必要。

特段の問題は見受け
られない。

理解
・

コミュニケーション

生活する上での決ま
りごとなど理解したり、
問題解決ができるか。

理解能力に不足があ
り、生活を送る上で、
常に声かけや具体的
な指示が必要。

理解能力に不足が
みられ、声かけや具
体的な指示が必要
な場合がある。

十分な理解能力が
あるとは言えないが、
繰り返し説明をすれ
ば理解が可能。

日常生活上は特段
の問題はないが、各
種手続きなど複雑な
事項については支援
等が必要。

理解能力は問題なく、
不明な点などは、自
分から質問もできる。

周りの者とのコミュニケ
ーションが適切に図れ
るか。

他者とのコミュニケー
ションを図ることが困
難。

コミュニケーション能力
に難あり、孤立したり、
問題となる行動をとっ
てしまう恐れがある。

他者の感情等の理
解や自分自身の意
思伝達が苦手なため、
対人トラブルを生じる
ことがある。

コミュニケーション能力
に一定の課題等が見
受けられ、トラブル等
抱えていないか定期
的な確認が必要。

生活を送る上での大
きな支障は見受けら
れない。



（３）日常生活支援住居施設の職員配置
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人員に関する基準について（省令・通知）

職種 配置 要件

（従業者の員数）
第10条 日常生活支援
住居施設には、入所者
に対する日常生活上の
支援を行う生活支援員
を置く。

（従業者の員数）
第11条
２ 日常生活支援住居施設に置くべき生活支援員の員数は、常勤換算
方法（施設の従業者の勤務延べ時間数を当該施設において常勤の従
業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該施設の従業者の員数
を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう｡)で、入所定員を15で
除して得た数以上とする。

（管理者及び従業者の資格要件）
第12条
３ 日常生活支援住居施設は、当該日常生活支援住居施設
の生活支援員（日常生活支援住居施設の管理者及び生活
支援提供責任者を除く。）が、できる限り同法第19条第１
項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとする。

（解釈通知）
第３ 人員基準
１ 生活支援員（第10条第１項及び第２項関係）
（１）日常生活支援住居施設には、入所者に対する日常生活上の支援を行う生活支援員を置くものであること。生活支援員とは、入所者
に対する相談援助及び個別支援計画に基づく支援業務を行う職員のことであり、専ら食事の調理業務、施設の清掃や修繕等の管理業務
を行う職員は含まれないものであること。

（従業者の員数）
第10条
３ 日常生活支援住居
施設は、生活支援員の
うち次項に掲げる員数の
者を生活支援提供責任
者としなければならない。

（従業者の員数）
第10条
４ 生活支援提供責任者は、次の各号に掲げる入所定員の区分に応じ、
それぞれ各号に掲げる員数を配置するものとする。
一 入所定員が30以下 １以上
二 入所定員が31以上 １に、入所定員が30を超えて30又はその
端数を増すごとに１を加えて得た数以上

（管理者及び従業者の資格要件）
第12条
２ 生活支援提供責任者は、同法第19条第１項各号のいず
れかに該当する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認
められるものでなければならない。

（従業者の員数）
第10条
５ 生活支援提供責任者は、常勤職員であって専ら日常生活支援住居
施設の業務に従事する者でなければならない。

（管理者）
第11条 日常生活支援
住居施設には、その施
設ごとに専任の管理者
を置かなければならない。

（管理者）
第11条
２ 日常生活支援住居施設の管理者は、無料低額宿泊所の設備及び
運営に関する基準（令和元年厚生労働省令第34号）第６条第１
項に規定する施設長を兼ねるものとする。

３ 日常生活支援住居施設の管理者は、当該施設の生活支援員及び
生活支援提供責任者を兼ねることができる。

（管理者及び従業者の資格要件）
第12条 日常生活支援住居施設の管理者は、社会福祉法第
19条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉
事業等に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力
を有すると認められる者でなければならない。



（４）日常生活支援住居施設の運営
ー個別支援計画の作成等ー
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個別支援計画について（省令・通知）

個別支援計画の作成等（省令） 解釈通知

第15条 日常生活支援住居施設を経営する者は、生活支援提供責任者に日常生活支援に係る個別支援計
画（以下「個別支援計画」という。）を作成させなければならない。

３ 個別支援計画の作成（第15条関係）
（１）個別支援計画とは、入所者の生活に対する
意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を
向上させるための課題、日常生活及び社会生
活上の支援の目標及びその達成時期、支援を
提供する上での留意事項等を記載した書面で
あること。また、個別支援計画は、入所者の心
身の状況、その置かれている環境、日常生活全
般の状況等の評価を通じて入所者の希望する
生活や課題等の把握を行い、できる限り居宅に
おける生活への復帰等を念頭において、入所者
が自立した日常生活及び社会生活を営むことが
できるよう支援する上での適切な支援内容の検
討に基づいて立案されるものであること。

（２）生活支援提供責任者は、当該日常生活支援
住居施設以外の保健医療サービス又はその他
の福祉サービス等との連携も含めて、個別支援
計画の原案を作成し、以下の手順により個別支
援計画に基づく支援を実施するものであること。

ア 個別支援計画の作成に当たり、保護の実施機
関における援助方針との整合性を図る観点から、
個別支援計画の内容について保護の実施機関
に協議し、同意を得ること。
イ 当該個別支援計画の原案の内容について、
入所者に対して説明し、文書により当該入所者
の同意を得ること。

ウ 入所者へ当該個別支援計画を交付するととも
に、その写しを保護の実施機関に提出すること。
エ 当該個別支援計画の実施状況の把握及び個
別支援計画の見直すべきかどうかについての検
討（当該検討は少なくとも６月に１回以上行われ、
必要に応じて個別支援計画の変更を行う必要が
あること。）を行うこと。

２ 生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その
心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて入所者の希望する生活や課
題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行い、入所者が自立した日常生活及び社会生活を営むことがで
きるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
３ 生活支援提供責任者は、入所者に面接してアセスメントを行わなければならない。この場合において、生
活支援提供責任者は、面接の趣旨を入所者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

４ 生活支援提供責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所者の生活に対する意向、
総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、日常生活及び社会生活上の支援の目標並
びにその達成時期並びに日常生活及び社会生活上の支援を提供する上での留意事項等を記載した個別支
援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該日常生活支援住居施設が提供する日常
生活及び社会生活上の支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて個別
支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
５ 生活支援提供責任者は、必要に応じて、担当者会議（生活支援提供責任者が個別支援計画の作成のた
めに当該個別支援計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。第18条に
おいて同じ。）の開催等により、当該個別支援計画の原案の内容について説明を行うとともに、当該担当者
から、専門的な見地からの意見を求めることができる。
６ 生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たり、その内容について、あらかじめ、当該個別支援
計画に係る被保護者の保護の実施機関に協議し、同意を得なければならない。
７ 生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たり、その内容について入所者に対して説明し、文書
により入所者の同意を得なければならない。
８ 生活支援提供責任者は、個別支援計画を作成した際には、当該個別支援計画を入所者に交付しなければ
ならない。
９ 生活支援提供責任者は、個別支援計画を作成した際には、その写しを当該個別支援計画に係る被保護者
の保護の実施機関に対し遅滞なく提出しなければならない。

10 生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握（入所者についての
継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。）を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、
個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行うものとする。

11 生活支援提供責任者は、モニタリングに当たっては、定期的に入所者に面接するとともに、モニタリングの
結果を記録しなければならない。

12 第２項から第９項までの規定は、第10項に規定する個別支援計画の変更について準用する。

27



「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」（令和３年４月27日厚生労働省発社援0427第3号厚生労働事務次官）

（一部抜粋）

（別紙）

「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準」

５ 日常生活支援委託事務費

（２）日常生活支援委託事務費支弁基準額の改定及び減算の方法

ウ 当該施設において、個別支援計画の作成が適切に行われていない場合における日常生活支援委託事務費の減算は、その事実が生じ

た月から解消されるに至った月の前月まで、該当する入所者について、別に定める方法によって行うこと。

「日常生活支援住居施設の認定及び日常生活支援委託事務費の取扱いについて」（令和２年７月１日社援保発0701第１号厚生労働省社会・援護

局保護課長）（一部抜粋）

第２ 日常生活支援委託事務費の取扱いについて

３ 一般事務費単価の減算等について

（２）個別支援計画の作成が適切に行われていない場合における減算

個別支援計画の作成が適切に行われていない被保護者については、単価の100分の70（10円未満は切捨て）を算定することとし、

当該計画を作成した日の属する月の前月までの期間を減算の対象とすること。また、減算を開始してから継続して四月目以降は単価

の100分の50（10円未満は切捨て）を算定すること。
「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（令和２年３月31日一部改正）（一部抜粋）

第12 調査及び援助方針
問２ 無料低額宿泊所に入所中の者に対し、訪問調査を行う場合、居宅の場合と同様、局長通知第12の１（２）に基づき、少なくとも１年に２回以上
訪問するべきか。当該施設が日常生活支援住居施設の認定を受けている場合も同様か。

答 お見込みのとおり。
なお、訪問調査を行うにあたっては、居宅生活への移行が可能か検証する等、自立に向けた支援の検討を行うこと。
また、日常生活支援住居施設の入所者への訪問調査にあたっては、個別支援計画に基づく支援の実施状況についても確認を行い、必要に応じて計画の
見直し等について施設の生活支援員と協議すること。 28

個別支援計画について（支弁基準・実施要領）
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個別支援計画について（Q＆A）

Ｑ９ 要件省令第15条の個別支援計画の作成等に関して「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」（平成20年３月31日厚生労働省発
社援第0331011号厚生労働事務次官通知。以下「支弁基準」という。）別紙５（２）ウで「適切に行われていない場合における日常生活支援委託事務費の減算」が
規定されているが、具体的にどのような状態の場合に計画の作成が適切に行われていないものとして減算対象となるのか。

Ａ 以下に掲げる例のような場合に減算とされたい。なお、以下に含まれない事項であっても要件省令第15条等で規定している事項については、日常生活支援住居施設の責
務として実施が求められることに留意すること。
① 個別支援計画（原案）について実施機関と協議を行っていない、又は同意を得るように努めていない。
② 個別支援計画の内容について、入所者に説明していない、又は入所者の同意を得るように努めていない。
③ ６月に１回以上、個別支援計画の見直しを行っていない。
④ 個別支援計画が保管されていない。
⑤ 生活支援提供責任者の要件を満たしていない者が個別支援計画を作成している。

Ｑ
10

要件省令第15条の個別支援計画の作成等に関して、個別支援計画作成の完了は、計画の内容について文書により入所者の同意を得た時点と解してよろしいか。また、
要件省令第15条第７項の「少なくとも６月に１回以上」行う個別支援計画の見直しの期間は、前回の計画作成の完了時点から今回の計画作成の完了時点までと解し
てよろしいか。

Ａ 個別支援計画作成の完了時点は、原則、個別支援計画の内容について文書により入所者の同意を得たときとなる。ただし、例えば、当該入所者が認知症により理解を
することが困難であるなど、同意を得るように努めたにもかかわらず、当該入所者の同意が得られないやむを得ない事情がある場合には、生活支援提供責任者が入所者に個
別支援計画の内容を説明したときをもって、個別支援計画の作成が完了したとみなしてよい。ただし、この場合、ケース記録等に説明時の状況を記録しておくこととされたい。
個別支援計画の見直しの期間についてはお見込みのとおり。

Ｑ
11

要件省令第15条の個別支援計画の作成等に関して、既存の無料低額宿泊所が新規に日常生活支援住居施設の認定を受ける際、認定以前に施設と入居者の間で
個別支援計画が作成されている場合であっても、認定後、改めて個別支援計画を作成することが必要となるのか。

Ａ 日常生活支援住居施設の認定を受けた時点で、既に要件省令等で求められている個別支援計画に関する諸規定をすべて満たしている計画が存在する場合には、当該
計画をもって、正式な個別支援計画として差し支えない。また、計画の見直し期間についても、認定前に作成した計画の、直近の作成日を起算日として差し支えない。

Ｑ
12

要件省令第15条の個別支援計画の作成等に関して、支弁基準の別紙５（２）ウでは、「日常生活支援委託事務費の減算は、その事実が生じた月から」行うとされて
いる。しかしながら、例えば７月31日に入所した場合、その当日中に個別支援計画を作成しなければ７月31日分の一般事務費単価が減算とすることは合理性に欠けると
思われる。アセスメント、担当者会議、実施機関との協議等、入所して初回の計画の作成に要する適切な期間を示されたい。

Ａ 入所して初回の個別支援計画を作成する場合に限り、入所日が属する月の翌月までは個別支援計画の作成に要する一定の時間がかかることを考慮し減算しないこととし
て差し支えない。事業所は、入所直後においても当面の生活目標について入所者と口頭で確認する等、入所者との合意形成に努め、入所日が属する月の翌月末日までに
は個別支援計画の作成を行うこと。例えば７月31日に入所し、その当日に入所者とは当面の生活目標を口頭で確認していたが、個別支援計画を９月に作成した場合に
は８月分は減算の対象、７月分及び９月分は減算対象外となる。

出典： 「無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設に関するQ&A（R２年９月版）」（令和２年９月30日厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室 事務連絡）
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個別支援計画 様式例

出典： 「日常生活支援住居施設における個別支援計画様式（例）の配布について」（令和２年８月25日厚生労働省社会・援護局保護課 事務連絡）



（５）日常生活支援住居施設の支弁基準
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日常生活支援住居施設の委託事務費

32

○定員１５人の場合の月額収入＜20/100地域、１ヶ月30日の場合＞

職員配置
(常勤換算職員数)

月額 算定式

一
般
事
務
費

支
援
体
制
加
算

基本単価③
（支援体制加算Ⅲ）

5:1
（3人配置）

513,000円 1,140円×15人×30日

基本単価②
（支援体制加算Ⅱ）

7.5:1
（2人配置）

256,500円 570円×15人×30日

基本単価①
（支援体制加算Ⅰ）

10:1
（1.5人配置）

130,500円 290円×15人×30日

基本単価
15:1

（1人配置）
432,000円 960円×15人×30日

宿直体制加算 153,000円 340円×15人×30日

利用料（基本サービス費） 105,000円 7,000円×15人

合計

5:1 1,203,000円 （注）基本単価＋支援体制加算＋宿直体制加算＋基本サ
ービス費を算定した場合

7.5:1 946,500円

10:1 820,500円

15:1 690,000円

注：支弁基準における委託事務費の単価は、１人１日あたりの単価で表示

職員配置 １５：１

職員配置 １０：１

職員配置 ７．５：１ 

基本単価（15:1）  ：28,800円～23,100円

10:1の場合  ：37,500円～30,300円

7.5：1の場合：45,900円～37,500円

5:1の場合  ：63,000円～51,600円 職員配置 ５：１ 

定員15人
施設の場合

3.0人

2.0人

1.5人

1.0人

※ 要支援・要介護者、障
害者、精神疾患患者、
刑余者等を一定数以上
受け入れている場合に算
定

常勤換算職員数

職
員
体
制
別

○入居者１人あたり月額＜20/100地域～その他地域、１ヶ月30日の場合＞

宿直職員を
配置した場合

8,400円
～

10,200円
を加算

※ 利用者からの利用料（基本サービス費分）の金額は、月7,000円を上限とする。

委託事務費の概要

委託事務費の計算例
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一般事務費単価

出典：「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」（令和5年3月28日厚生労働省発社援0328第19号厚生労働事務次官通知）
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支援体制加算及び宿直体制加算

出典：「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」（令和5年3月28日厚生労働省発社援0328第19号厚生労働事務次官通知）



（６）物価高騰に対する対応
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36

重点支援地方交付金を活用した支援について

今般「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年11月２日閣議決定。以下「経済対策」という。）に
おいては、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の推奨事業メニューについて、物価高騰の影
響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するために同交付金を追加する旨が盛り込まれました。

これを受けて、「「重点支援地方交付金」の追加について（令和５年11月２日付内閣府地方創生推進室事
務連絡）」が発出されています。

貴部局におかれては、これを踏まえ、現下の物価高により厳しい状況にある婦人保護施設、婦人相談所、婦人
相談所の一時保護所、救護施設、更生施設、授産施設、社会事業授産施設、日常生活支援住居施設、隣保
館及び生活館等に対し、エネルギー価格や食料品価格の高騰に対する支援や施設整備における資材費の高騰
分への支援について、他の自治体の事例も参考にしながら、同交付金を積極的にご活用いただくとともに、緊急かつ
実効性のある支援につなげるため、年内の予算化に向けた検討を速やかに進めていただきますようお願いします。な
お、都道府県におかれましては、管内市町村に対してこの旨速やかに周知いただき、市町村においても対策の早期
執行に向けた検討を進めていただくよう周知をお願いします。
また、今後、同交付金の積増し分を活用した支援状況について、フォローアップを実施させていただく予定ですので、
その際はご協力のほどお願い申し上げます。
なお、本事務連絡の内容につきましては、同交付金を所管しております内閣府地方創生推進事務局と協議済
みであることを申し添えます。

出典：「重点支援地方交付金を活用した婦人保護施設及び救護施設等の支援について」（令和5年11月９日事務連絡）
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内閣府事務連絡 別添
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38

内閣府事務連絡 別添



次期制度改正について
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５．医療扶助等

⚫ 都道府県が、市町村に対し、医療扶助・健康管理支援事業の実施に関して広域的な

観点から、データ分析や取組目標の設定・評価等に係る助言・援助等を行うことを検討

⚫ 無料低額宿泊所に係る事前届出義務違反の場合に罰則を設けることを検討

１．自立相談支援等のあり方

⚫ 生活困窮者に係る関係機関の連携・情報共有促進のための支援会議の設置

の努力義務化を検討

⚫ 関係機関間の役割分担を明確化し、多様で複雑な課題を抱える被保護者の

援助に関する計画を作成できるようにすること、計画作成を始めとする支援の調

整等のための会議体を設置できるようにすることを検討

２．就労・家計改善支援のあり方

⚫ 生活困窮者の自立に向けた相談支援機能を強化するため、就労準備支援

事業・家計改善支援事業の必須事業化を検討

生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの議論の整理（中間まとめ）の主なポイント
（社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会（令和４年12月20日））

○ 社会福祉の共通理念である「地域共生社会」の理念を踏まえつつ、「平成30年改正等による両制度の発展と課題への対応」、「新型コロナウイルス
感染症感染拡大による生活困窮への対応も踏まえた課題への対応」の２つの観点から、これまでの主な議論を中間的に整理。

○ この中には、制度化する上でその前提となる具体的な内容や実務上の検討を要するもの等、様々なものが含まれている。

○ 今後、法制上の措置が必要な事項は、現段階におけるこの整理の方向性も踏まえながら、制度化に向けた実務的な検討や自治体・関係省庁との調整
等を進め、結論が得られた事項について対応するとともに、運用で対応できる事項については可能なものから順次対応していくなど必要な対応を講じ
ていくべき。

３．子どもの貧困への対応

⚫ 生活保護受給中の子育て世帯に対し、訪問等のアウトリーチ型手法による

学習環境の改善、進路選択、奨学金の活用等に関する相談・助言を行う事

業の実施を検討

⚫ 就労自立給付金の対象を、高卒で就職し１人暮らしのために世帯から独

立する者等へ拡大することを検討

４．居住支援のあり方

⚫ 現行のシェルター事業の対象外の生活困窮者を含め、緊急一時的な居所確保のため

の支援ができるよう検討

⚫ 住居確保給付金について、職業訓練受講給付金との併給等の新型コロナウイルス感

染症への特例措置の一部恒久化することを検討
（このほか、再支給、自営業者等への求職活動要件、児童扶養手当等の特定目的の給付の収入算定

のあり方等についても検討）

⚫ 地域居住支援事業（入居支援・見守り支援等）について、シェルター事業を実施しなくても

実施できるように運用を改善

⚫ シェルター事業又は地域居住支援事業の少なくとも一方の実施を努力義務化すること

を検討

Ⅰ 基本的な考え方

Ⅱ 各論

６．両制度の連携

⚫ 生活保護世帯への支援や制度間のつながりを確保する観点から、生活困窮者自立支

援制度の就労・家計・住まいに関する事業を被保護者も利用できる仕組みを検討

⚫ 大学進学後の生活費の支援は、生活保護の枠組みにとらわれず、修学支援

新制度等の教育政策の中で幅広く検討すべき課題であり、大学生に対する

生活保護の適用は慎重な検討が必要
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生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの議論の
整理（中間まとめ）

５．居住支援のあり方 （抄）

(2) 生活保護における居住支援等

② 無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設、居宅移行支援

（現状と課題）
○ 単独での居住が困難な被保護者に対し、必要な日常生活上の支援を提供する施設として、平成30
年改正法で、日常生活支援住居施設を創設した。令和２年10月の施行後、本年４月時点で施設数は
120ヶ所まで増加した一方で、未設置の県もあるなど、都道府県ごとの設置状況にはばらつきがある。
また、新制度の導入に当たって支援の質を確保する観点等から、令和３年度から国の委託事業とし
て生活支援提供責任者等への研修事業を実施している。

（対応の方向性）
○ 日常生活支援住居施設については、制度施行後間もない状況を踏まえ、引き続き、無料低額宿泊
所を運営する事業者や自治体に対する制度の周知・理解を促進する取組や、日常生活支援住居施設
の支援の質の向上を促進する取組が重要であり、研修の機会を確保するべきである。その際、都道
府県の役割について検討していく必要がある。

（注）下線は当方にて追記したもの



総合的・包括的な「住まい支援」のイメージ（今後の主な検討事項）

⚫ 高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居して安心して生活できるよう、賃貸人
（大家）が住宅を提供しやすい市場環境を整備するとともに、相談からの切れ目のない支援体制の構築を図るため、
国土交通省、厚生労働省等が連携して総合的・包括的な施策を検討する。

⚫ 都道府県・市町村（住宅部局・福祉部局等）と地域の関係者による「住まい支援」の体制整備を全国的に推進する。
居住支援協議会の設置と更なる活用を図りつつ、地域の実情に応じて、①総合的な相談支援、②入居前から入居中、
退去時（死亡時）の支援、③住まいに関する地域資源開発・環境整備の推進方策を検討する。

・家賃債務保証

・住宅扶助の代理納付
の原則化

・見守りなどの入居中
サポート

・残置物処理

・終身建物賃貸借

市町村（都道府県） 住まいに関する地域資源開発・環境整備

検討

セーフティネット住宅

サポートを行う
住宅

賃貸人

検討

見守りサービス（民間企業等）

居住支援協議会

居住支援法人等

賃貸人(大家)が住宅を
提供しやすい市場環境整備

居住支援協議会の設置・活用、住宅部局と福祉部局の連携
⇒不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人等の地域の関係者の連携

総合的な相談支援体制、居住
支援機能の構築・充実 等

検討

• 総合的な相談支援

• 入居時から入居中、退去時
までの一貫した生活支援

公的賃貸住宅

地域の居場所
（サードプレイス）

一般の
民間賃貸住宅

一般の
民間賃貸住宅

賃借人

参考

支援

検討

福祉への
つなぎ

社会保障審議会生活困窮者自立支援及び
生活保護部会（第２６回）

令和５年10月23日 資料６

第14回全世代型社会保障構築会議（令和５年10月４日）資料３より

42


	スライド 0
	スライド 1: 生活保護の現状等
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9: 生活保護関係の令和５年度予算
	スライド 10
	スライド 11: 無料低額宿泊所及び 日常生活支援住居施設について
	スライド 12: （１）無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設 　　　の概要
	スライド 13
	スライド 14: 無料低額宿泊所とは
	スライド 15: 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（最低基準）について
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18: 無料低額宿泊所・日常生活支援住居施設の分布（イメージ）
	スライド 19: （２）日常生活支援住居施設の対象者
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24: （３）日常生活支援住居施設の職員配置
	スライド 25
	スライド 26: （４）日常生活支援住居施設の運営 ー個別支援計画の作成等ー
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31: （５）日常生活支援住居施設の支弁基準
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35: （６）物価高騰に対する対応
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39: 次期制度改正について
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42

